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○
消
防
庁
告
示
第
三
号 

平
成
十
六
年
消
防
庁
告
示
第
九
号
（
消
防
法
施
行
規
則
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
消

防
用
設
備
等
又
は
特
殊
消
防
用
設
備
等
の
種
類
及
び
点
検
内
容
に
応
じ
て
行
う
点
検
の
期
間
、
点
検
の
方
法
並
び
に
点

検
の
結
果
に
つ
い
て
の
報
告
書
の
様
式
）
第
二
及
び
第
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
年
消
防
庁
告
示
第
十
四
号

（
消
防
用
設
備
等
の
点
検
の
基
準
及
び
消
防
用
設
備
等
点
検
結
果
報
告
書
に
添
付
す
る
点
検
票
の
様
式
）
の
一
部
を
次

 

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
三
月
六
日 

消
防
庁
長
官　

大
沢　
　

博 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ

に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙５

天風 松下
長方形
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改　

正　

後

改　

正　

前

 
  
別
表
第

10

　

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備
の
点
検
の
基
準

 
別
表
第

10

　

［同
左

］ 
 

 
 

 
  
１
　
機
器
点
検

 
１
　
機
器
点
検

 
 

 
次
の
事
項
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

 

［(
１
)

(
３
)

　

略
］ 

［(
１
)

(
３
)

　

同
左

］ 
 

～
～

 
(４

)

　

内
燃
機
関

 
(４

)

　

内
燃
機
関

 
 

 

［ア
カ

　

略

］ 

［ア
カ

　

同
左

］ 
 

～
～

 
キ

　

吸
排
気
装
置
 

キ

　

給
排
気
装
置
 

 

 
変
形
損
傷
等
が
な
く
機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

、
、

 
(５

)

　

電
動
機

 

［新
設

］ 
 

 
ア

　

(
４
)
エ
及
び
カ
に
準
じ
た
事
項
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

。 
 

 

 
イ

　

動
力
伝
達
装
置
の
機
能
が
正
常
で
あ
る
こ
と

。 
 

 

 
ウ

　

電
動
機
駆
動
用
蓄
電
池
の
充
電
の
残
量
が
指
示
計
に
表
示
さ
れ
る
こ
と

。 
 

 

 
(６

)

　

ポ
ン
プ

 
(５

)

　

ポ
ン
プ

 
 

 

［ア
エ
　
略

］ 

［ア
エ
　
同
左

］ 
 

～
～

 
(７

)

　

車
台
装
置
及
び
搬
送
装
置

（消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
除
く

。

） 
(６

)

　

車
台
装
置
及
び
搬
送
装
置

（消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
を
除
く

。

） 
 

 
変
形
損
傷
締
付
部
の
緩
み
等
が
な
い
こ
と

。 

［同
左

］ 
 

、
、

 
(８

)

　

積
載
器
具
 

(７
)

　

積
載
器
具
 

 

 

［ア
オ

　

略

］ 

［ア
オ

　

同
左

］ 
 

～
～

 

［２
　
略

］ 

［２
　
同
左

］ 
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別
記
様
式
第
５
　
泡
消
火
設
備

（そ
の
３

） 
別
記
様
式
第
５
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第
５
　
泡
消
火
設
備

（そ
の
４

） 
別
記
様
式
第
５
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第

10
　
動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備

（そ
の
１

） 
別
記
様
式
第

10
　

［同
左

］ 
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別
記
様
式
第

36

　

特
定
駐
車
場
用
泡
消
火
設
備

（そ
の
３

）

別
記
様
式
第

36

　

［同
左

］ 

                        

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。

 



- 7 -

 

附　

則

 

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


